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告 示

北海道告示第 号

平成 年北海道告示第 号（平成 年度道指定鳥獣保護区の更新）の一部を次のように
改正する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
存続期間の事項中「平成 年９月 日」を「平成 年 月 日」に改める。

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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興行の
種 別 興 行 の 題 名 制作会社又は

配 給 会 社
指定の
範 囲 指 定 の 理 由

映 画 マシーン 卑猥な季節 新東宝映画

全 部

著しく粗 性を助長し、性的感情
を刺激し、又は道義心を傷つける
もの等であって、青少年の健全な
育成を害するおそれがあると認め
られるため

同 女サギ師 いんらん痴肉 オーピー映画
同 痴漢電車 エッチな痴女に御用心 同
同 タブロイド 東 北 新 社
同 乱れ三姉妹 うねる萌え尻 オーピー映画

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
札幌市の項医療法人札幌円山整形外科病院の事項中「平成 」を「平成 」

に改め、同項医療法人社団カレスサッポロ形成外科メモリアル病院の事項中「札幌市北区
条西８丁目１番 号 平成 」を「札幌市北区北 条西８丁目１番 号 平成

」に改め、同項医療法人社団明日佳桜台江仁会病院の事項を削り、医療法人サンプ
ラザ新札幌循環器病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
函館市の項函館市医師会病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
旭川市の項医療法人中島病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
釧路市の項道東勤医協釧路協立病院の事項中「「平成 」を「平成 」に改

める。
帯広市の項中帯広脳神経外科病院の事項を削る。
北見市の項総合病院北見赤十字病院の事項、医療法人治恵会北見中央病院の事項中「平成

」を「平成 」に改める。
苫小牧市の項医療法人社団養生館苫小牧日翔病院の事項中「平成 」を「平成
」に改める。
千歳市の項千歳脳神経外科の事項を削り、同項市立千歳市民病院の事項中「同」を「平成

」に改める。
幌加内町の項幌加内町国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に
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改める。
羽幌町の項北海道立羽幌病院の事項中「苫前郡羽幌町栄町 番地 平成 」を「苫

前郡羽幌町栄町 番地 平成 」に改める。

北海道告示第 号

救急病院等を定める省令（昭和 年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による次の救急
病院及び救急診療所から、同項の申出を撤回する旨の届出があった。
なお、届出のあった救急病院及び救急診療所の所在地及び申出撤回日は、省略し、北海道
保健福祉部医療政策課に備え置いて縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
医療法人社団明日佳桜台江仁会病院（札幌市）
帯広脳神経外科病院（帯広市）
千歳脳神経外科（千歳市）

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、江差土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、鷹栖町の行う土地
改良（共栄第３地区基盤整備促進［基盤整備］（農道））事業の工事を平成 年８月 日に
完了した旨の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和 年法律第
号）第 条の２第３項の規定により公告する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

理 事 ・
監事の別

氏 名 住 所
変 更 前 変 更 後

理 事 佐 藤 仁 志 上川郡剣淵町第 区 番地の 上川郡剣淵町東町 番地
同 成 田 和 彦 同 第３区 番地 同 旭町 番地
同 江 口 敏 廣 同 第４区 番地 同 南桜町 番地
監 事 磯 川 久 夫 同 第 区 番地 同 東町 番地

就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 小 林 克 夫 檜山郡江差町字柳崎町 番地
同 同 同 沢 口 辰 雄 同 字鰔川町 番地
同 同 同 川 村 信 夫 同 字中網町 番地
同 同 同 鈴 木 朝 雄 同 字越前町 番地
同 同 同 吉 田 喜代志 同 字小黒部町 番地２
同 同 同 小笠原 道 昭 同 字水堀町 番地
同 同 監 事 佐 藤 幸 男 同 字水堀町 番地
同 同 同 渡 辺 正 同 字越前町 番地
退 任 平成 理 事 小 林 克 夫 同 字柳崎町 番地
同 同 同 沢 口 辰 雄 同 字鰔川町 番地
同 同 同 川 村 信 夫 同 字中網町 番地
同 同 同 笠 原 一 雄 同 字越前町 番地
同 同 同 吉 田 喜代志 同 字小黒部町 番地２
同 同 同 小笠原 道 昭 同 字水堀町 番地

同 同 監 事 佐 藤 幸 男 同 字水堀町 番地
同 同 同 渡 辺 正 同 字越前町 番地

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、てしおがわ土地改良区
から、次のとおり役員の住所変更の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
常 川 畑地帯総合整備［担い手育成型］（暗きょ、土層改良、農用地造成） 平成
同 同 （農道） 同
同 同 （区画整理） 同
南 東 同 （土層改良） 同
同 同 （暗きょ、区画整理） 同
同 同 （農道） 同
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北海道告示第 号

農業経営基盤強化促進法（昭和 年法律第 号）第８条第１項の規定により、道央農業協
同組合から申請のあった農地保有合理化事業の実施に関する規程の廃止を次のとおり承認し
た。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 農地保有合理化法人の名称 道央農業協同組合
２ 農地保有合理化事業の種類 農地売買等事業
３ 廃 止 年 月 日 平成 年 月１日
４ 廃 止 す る 理 由 財団法人道央農業振興公社に業務移管のため

北海道告示第 号

農業経営基盤強化促進法（昭和 年法律第 号）第７条第１項の規定により、財団法人道
央農業振興公社から申請のあった農地保有合理化事業の実施に関する規程を次のとおり承認
した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 農地保有合理化法人の名称 財団法人道央農業振興公社
２ 農地保有合理化事業の種類

農地売買等事業（農業経営基盤強化促進法（以下「法」という。）第４条第２項第１
号に掲げる事業）のうち、農用地等を借り入れて、当該農用地等を貸し付ける事業
農地貸付信託事業（法第４条第２項第２号の２に掲げる事業）
研修等事業（法第４条第２項第４号に掲げる事業）

３ 承 認 年 月 日 平成 年 月 日

２筆について次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 公衆の保健
解 除 の 理 由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道日高支庁経済部林務課及び様似町役場に備え
置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 河東郡音更町字中音更西６線 の ・字中音更西８

線 の （以上２筆について次の図に示す部分に限
る。）

保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 農道用地とするため

２ 解除に係る保安林の所在場所 河東郡音更町字豊田東４線 の６（次の図に示す部
分に限る。）

保安林として指定された目的 風害の防備
解 除 の 理 由 用排水路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝支庁経済部林務課及び音更町役場に備え
置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
枝幸郡枝幸町・歌登町（以上２町について次の図に

示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
枝幸町・歌登町（以上２町について次の図に示す部分に限る。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 様似郡様似町字冬島 の１・字幌満 の１（以上

２筆について次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 様似郡様似町字冬島 の１・字幌満 の１（以上



北 海 道 公 報 第 号平成 年 月 日（金曜日）

その他の森林については、主伐に係る代採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件の変更に係る保 枝幸郡歌登町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
３ 指定施業要件の変更に係る保 枝幸郡枝幸町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁経
済部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道札幌土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

道道 別赤平線 赤平市百戸町東１丁目 番１地先から 平成
赤平市エルム町２番１地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により平成 年 月 日に道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日から
２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
上士幌士幌音更線
北海道帯広土木現業所

河東郡音更町木野大通西３丁目２番 地
先から河東郡音更町木野大通西３丁目１
番１地先（一般国道 号交点）まで

前 から
まで

一般国道 号
重複

河東郡音更町木野大通西３丁目２番 地
先から河東郡音更町木野大通西３丁目１
番５地先（一般国道 号交点）まで

前 から
まで

一般国道 号
重複

後 から
まで

一般国道 号
重複

長流枝内木野停車場線
北海道帯広土木現業所

河東郡音更町宝来南１条８丁目２番４地
先から河東郡音更町木野大通東５丁目３
番 地先（一般国道 号交点）まで

前 から
まで

一般国道 号
重複
道道帯広浦幌線
重複

河東郡音更町宝来南１条８丁目２番４地
先から河東郡音更町木野大通東２丁目１
番 地先（一般国道 号交点）まで

前 から
まで

一般国道 号
重複
道道帯広浦幌線
重複

後 から
まで

一般国道 号
重複
道道帯広浦幌線
重複

支 庁 告 示

北海道後志支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
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平成 年 月 日
北海道後志支庁長 伊 東 和 紀

１ 落札に係る物品等の名称及び数量
リール式散水施設 ５台
その他散水施設 調整弁 個ほか 全 品目

２ 落札を決定した日
平成 年 月５日

３ 落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 株式会社 サンスイ興業
イ 住 所 北海道北見市小泉 番地
ア 氏 名 古河総合設備株式会社
イ 住 所 東京都大田区羽田４丁目３番１号

４ 落札金額
円
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年８月 日付け北海道後志支庁告示第５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道後志支庁総務部会計課
所在地 北海道 田郡 知安町北１条東２丁目

北海道日高支庁告示第７号

建築基準法（昭和 年法律第 号）第 条第１項第５号の規定により、次のとおり道路
の位置を指定した。
その関係図面は、北海道日高支庁経済部建設指導課及び浦河町役場に備え置いて、一般の
縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道日高支庁長 細 越 良 一
１ 指 定 番 号 日建指第 号
２ 指 定 年 月 日 平成 年 月 日
３ 道 路 の 位 置 浦河郡浦河町向が丘西２丁目 、
４ 道 路 の 幅 員
５ 道 路 の 延 長

６ 申請者の住所及び氏名 浦河郡浦河町向が丘西２丁目 番地の６ 佐 藤 慎 一



北 海 道 公 報 第 号平成 年 月 日（金曜日）

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 北海道総務部法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


